＜改正点まとめ＞

●土地利用事業指導要綱改正

①　一般基準・個別基準

＜中間確認について＞　指導要綱　第15条　（届出）
　改正内容：第15条に防災工事の施工後に、「工事施工状況届出書」の提出により、
防災工事の施工状況を確認する。

＜緑化基準について＞　一般基準　５施設関係　（10）
改正内容：緑地の配置について、現状の「適切に」から、
「道路に面する部分又は景観や防災等に配慮した形状及び場所に」修正する。

＜駐車場設置基準について＞　一般基準　５施設関係　（13）、別記３
改正内容：敷地内に１戸１台以上の駐車場配置を原則とし、敷地内配置が困難な場合に
は近隣の駐車場確保を確認できれば、敷地内に１戸１台以上の駐車場配置を
要しないものとする。

